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○甲府市市営住宅条例施行規則 

平成9年10月1日 

規則第35号 

改正 平成9年12月24日規則第39号 

平成11年3月31日規則第18号 

平成12年12月21日規則第49号 

平成13年3月30日規則第26号 

平成14年3月29日規則第6号 

平成17年3月31日規則第17号 

平成18年3月31日規則第58号 

平成20年6月25日規則第33号 

平成21年1月5日規則第1号 

平成21年3月31日規則第23号 

平成22年3月31日規則第15号 

平成24年3月30日規則第18号 

平成25年3月29日規則第20号 

平成26年9月30日規則第28号 

平成27年3月31日規則第21号 

平成27年9月18日規則第29号 

平成27年12月28日規則第38号 

平成28年3月24日規則第7号 

平成29年3月31日規則第19号 

甲府市市営住宅条例施行規則（昭和35年4月規則第6号）の全部を改正する。 

（目的） 

第1条 甲府市市営住宅条例（平成9年9月条例第54号。以下「条例」という。）の施行

については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（単身者の入居等） 

第2条 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。た

だし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居
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宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる

者を除く。 

（平24規則18、平25規則20・平26規則28・改） 

(1) 60歳以上の者 

(2) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第2条第1号に規定する障害者でその障害

の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定め

る程度であるもの 

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第5号

の1級から4級までのいずれかに該当する程度 

イ 精神障害（知的障害を除く。ウ並びに次条第1項第2号及び第3号において同

じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155

号）第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度 

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度 

(3) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第1項に規定する被保護者又は中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成6年法律第30号）第14条第1項に規定する支援

給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第4条第1項に規定する支

援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第106号）附則第2条第1項又は第2

項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。）を受けてい

る者 

(4) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法

律第63号）第2条に規定するハンセン病療養所入所者等 

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31

号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第1条第2項に規定す

る被害者でア又はイに該当するもの 

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号に規定する一時保護又は配偶者暴力防止

等法第5条に規定する保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 
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イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行

った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの 

2 前項に規定する者の入居の対象となる規模の住宅は、条例別表の市営住宅の表に掲

げる住宅のうち一戸当たりの床面積が45平方メートル以下のものとする。 

（平18規則58・平22規則15・平24規則18・改） 

（緩和された収入の基準の適用を受ける障害者等の障害の程度） 

第2条の2 条例第6条第2号ア（ア）に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号

に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定める程度とする。 

（平25規則20） 

(1) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度 

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定

する1級又は2級に該当する程度 

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

2 条例第6条第2号ア（イ）に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法（大正12年

法律第48号）別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の

第1款症とする。 

（平25規則20） 

（入居申込書） 

第3条 条例第8条第1項（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。）の規

定による市営住宅の入居の申込みは、市営住宅入居申込書（第1号様式）を市長に提

出して行わなければならない。 

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者

及び同居しようとする親族（条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。）

に関するものを添付しなければならない。 

（平12規則49・平18規則58・平24規則18・平25規則20・改） 

(1) 収入（条例第2条第5号に規定する収入をいう。以下同じ。）又は所得（条例第

2条第6号に規定する所得をいう。以下同じ。）を証する書類 

(2) 住民票の写し 

(3) 入居の申込みをしようとする者又は同居しようとする親族が条例第6条第2号ア
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からウまでに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類 

(4) 市町村民税又は特別区民税の納税証明書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（入居者決定通知） 

第4条 条例第8条第2項（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。以下第

6条第1項第3号において同じ。）の規定による入居の決定通知は、市営住宅入居決定

通知書（第2号様式）によるものとする。 

（賃貸借契約書等） 

第5条 条例第11条第1項第1号（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。

以下第6条第1項において同じ。）の規定による賃貸借契約は、市営住宅賃貸借契約

書（第3号様式。以下「契約書」という。）によるものとする。 

2 前項の契約書には、入居者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の印鑑登録証明書及

び収入を証する書類を添付しなければならない。 

（平18規則58・改） 

（連帯保証人等） 

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者

でなければならない。 

（平13規則26・平22規則15・改） 

(1) 山梨県内に住所を有する者であること。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、この限りでない。 

(2) 独立の生計を営む者であること。 

(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入

居決定者の家賃その他の当該市営住宅等に係る債務を保証する能力を有するもの

であること。 

(4) 公営住宅法（昭和26年法律第193号）第2条第2号に規定する公営住宅に入居し

ていない者であること。 

2 入居者は、条例第15条（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。）の

規定により連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに前項各号に掲げる条

件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合に
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おいて、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑登録証明書及び収入を

証する書類を添付した市営住宅連帯保証人変更承認申請書（第4号様式）を市長に提

出しなければならない。 

（平18規則58・改） 

3 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面に

よりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその

旨を市長に届け出なければならない。 

5 条例第11条第1項第1号ただし書の規則で定める特別の事情があると認める入居決定

者及び条例第15条第2項ただし書の規則で定める特別の事情があると認める入居者と

は、次の各号に掲げる者で、連帯保証人を立てることが困難であると認める相当な

理由を有するものとする。 

（平27規則29、平28規則7・改） 

(1) 生活保護を受給している者 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31

号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第1条第2項に規定す

る被害者でア又はイに該当するもの 

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号に規定する一時保護又は配偶者暴力防止

等法第5条に規定する保護が終了した日から起算して5年を経過していない者 

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所が発した命令の申立てを

行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないも

の 

（入居手続期間延長申請書等） 

第7条 第4条の市営住宅入居決定通知書を受けた者が、条例第11条第1項（条例第62条

及び第68条において準用する場合を含む。）の手続を定められた期間内にすること

ができないときは、市営住宅入居手続期間延長申請書（第5号様式）を市長に提出し

なければならない。 

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、入居手

続の期限を定めて、当該申請を行った者に通知するものとする。 
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（住宅使用許可書等） 

第8条 条例第11条第3項（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。）の

規定による入居可能日の通知は、市営住宅使用許可書（第6号様式）によるものとす

る。 

2 前項の市営住宅使用許可書を受けた者が、条例第11条第4項ただし書（条例第62条

及び第68条において準用する場合を含む。）の承認を得ようとするときは、市営住

宅入居時期延長申請書（第7号様式）を市長に提出しなければならない。 

（住宅の入居替え等） 

第9条 市営住宅等の入居者が、条例第5条第5号から第8号（条例第62条及び第68条に

おいて準用する場合を含む。）までの規定により、他の市営住宅等への入居を希望

するときは市営住宅入居替え申請書（第8号様式）を、住宅の交換をしようとすると

きは市営住宅交換申請書（第9号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面に

よりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（同居承認申請書等） 

第10条 入居者が、条例第13条第1項（条例第62条及び第68条において準用する場合を

含む。）の規定により同居の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書

（第10号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平20規則33・改） 

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面に

よりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（同居者異動届出書） 

第11条 入居者は、出生、転出又は死亡により入居者の同一の世帯に属する者に異動

があったときは、速やかに、市営住宅世帯員異動届出書（第11号様式）に当該異動

を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（入居承継承認申請書等） 

第12条 条例第14条第1項（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。）の

規定により入居者の地位の承継の承認を得ようとするときは、市営住宅入居承継承

認申請書（第12号様式）を市長に提出しなければならない。 
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2 前項の申請書には、当該申請をした者の印鑑登録証明書並びに当該申請をした者の

連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入を証する書類その他市長が必要と認める書類

を添付しなければならない。 

（平18規則58・改） 

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面

によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

4 前項の承認を受けた者は、第5条第1項に規定する契約書を市長に提出しなければな

らない。 

（収入申告書等） 

第13条 条例第17条第1項に規定する収入の申告は、収入申告書（第13号様式）によ

り、6月30日までに行わなければならない。 

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者及び同居者（条例第18条第1号に規定

する者をいう。以下同じ。）に関するものを添付しなければならない。 

(1) 第3条第2項第1号及び第3号に掲げる書類 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（収入認定通知書等） 

第14条 条例第17条第2項の規定による収入の額の認定通知は、収入認定通知書（第14

号様式）により行うものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、第22条の収入超過者認定通知書により行った通知は、前

項の収入認定通知書とみなす。 

（更正申立書等） 

第15条 入居者は、条例第17条第3項又は第30条第3項の規定により意見を述べるとき

は、更正申立書（第15号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 前項の更正申立書は、第14条、第22条及び第23条の通知があった日（収入がなくな

り又は変動したときは、その事実の生じた日）から1月以内に提出しなければならな

い。 

3 市長は、条例第17条第3項及び第30条第3項の規定により収入の更正をしたときは、

書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知する

ものとする。 
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（家賃等の減免又は徴収猶予） 

第16条 条例第18条（条例第20条第4項（条例第62条及び第68条において準用する場合

を含む。）、第32条第3項及び第34条第3項において準用する場合又は条例第62条及

び第68条において準用する場合を含む。以下第4項及び次条第1項において同じ。）

の規定による家賃、金銭又は敷金の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとす

る。 

（平22規則15・平24規則18・改） 

(1) 収入の額が、公営住宅法施行令（昭和26年政令第240号。以下「令」とい

う。）第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低

の額（以下「基準額」という。）の2分の1以下であるとき。 

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害によ

り容易に回復しがたい損害を受けた場合において、これらのために必要な経費と

して市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であると

き。 

(3) 入居者が、生活保護法（昭和25年法律第144号）第11条第1項第3号に規定する

住宅扶助を受けているとき。 

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。 

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める

額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てるものとする。 

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額 

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住

宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額 

(3) 前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額 

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。 

4 条例第18条の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予ができる場合は、入居者の

家賃の支払い能力が6月以内において回復すると認められる場合に限るものとする。

この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定め

ることができるものとする。 
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（家賃等の減免及び徴収猶予申請書等） 

第17条 条例第18条の規定により家賃、金銭又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受け

ようとするときは、市営住宅家賃等減免（徴収猶予）申請書（第16号様式）を市長

に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面に

よりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（家賃の納入の通知） 

第17条の2 家賃の納入の通知は、甲府市市営住宅使用料（家賃）納入通知書（第16号

様式の2）により行うものとする。 

（平21規則1） 

（入居者の保管義務） 

第18条 入居者は、条例第24条第1項（条例第62条及び第68条において準用する場合を

含む。）の規定により次の行為をしてはならない。 

(1) 市営住宅等を不潔、乱雑にしてその外観を損すること。 

(2) 市営住宅等及び付帯施設を損傷し、若しくは汚損するおそれのある作業等を行

うこと。 

（長期不在の届出書） 

第19条 入居者が条例第26条（条例第62条及び第68条において準用する場合を含

む。）の規定により市営住宅等を不在にするときは、市営住宅不在届出書（第17号

様式）を市長に提出しなければならない。 

（併用承認申請書等） 

第20条 入居者は、条例第28条ただし書（条例第62条及び第68条において準用する場

合を含む。以下次項において同じ。）の承認を得ようとするときは、市営住宅併用

承認申請書（第18号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 条例第28条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあん摩、はり、きゅ

うその他これらに類する業務（入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除

く。）の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者

が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに

限り、行うことができるものとする。 
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3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面

によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（模様替及び増築の承認申請書等） 

第21条 入居者は、条例第29条第1項ただし書（条例第62条及び第68条において準用す

る場合を含む。次項において同じ。）の規定による承認を得ようとするときは、市

営住宅模様替（増築）申請書（第19号様式）を市長に提出しなければならない。 

2 条例第29条第1項ただし書の承認は、市営住宅等の模様替又は増築が次の各号のい

ずれかに該当するものに限り、行うことができるものとする。 

(1) 模様替にあっては、市営住宅等をき損しない程度のもの 

(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの 

ア 木造又は簡易耐火構造の平家建又は2階建の市営住宅に入居している者である

こと。 

イ 面積が10平方メートル以内のものであること。 

ウ 市営住宅から独立したものであること。 

エ 退去の際、原状回復が容易であること。 

オ 隣家の同意が得られるものであること。 

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面

によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。 

（収入超過者に対する通知） 

第22条 条例第30条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通

知書（第20号様式）によるものとする。 

（高額所得者に対する通知） 

第23条 条例第30条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通

知書（第21号様式）によるものとする。 

（退去届） 

第24条 条例第42条第1項（条例第62条及び第68条において準用する場合を含む。）の

規定による市営住宅等の明渡しの届出は、市営住宅退去届（第22号様式）によらな

ければならない。 

（特別市営住宅の入居者の資格に係る基準の収入） 
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第25条 条例第2条第2号及び第56条第2号に規定する規則で定める基準の収入は、里吉

団地第六にあっては15万8,000円以上25万9,000円以下、これ以外のものにあっては

25万9,000円以下とする。 

（平21規則23・平22規則15・改） 

（特別市営住宅の基準家賃の算出方法） 

第26条 条例第58条第1項に規定する特別市営住宅の基準家賃は、次の各号に定める償

却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代相当額及び空家等損失引当金（以下

「償却費等」という。）の合計額の月割額とする。 

(1) 償却費 特別市営住宅の建設に係る費用のうち土地の取得及び造成に要する費

用以外の費用（以下「建設費等」という。）から国の建設費等補助額を除いた額

を地方債資金（政府資金）の年利率及び償却期間70年で毎年元利均等に償却する

ものとして算出した額を年額とする。 

(2) 修繕費及び管理事務費 特別市営住宅の建設費等に、修繕費にあっては100分

の1.2を、管理事務費にあっては100分の0.15をそれぞれ乗じて得た額を年額とす

る。 

(3) 損害保険料 令第3条第4項の規定に準じて市長が定める額を年額とする。 

(4) 地代相当額 土地の所有権の取得に要した費用と宅地造成費との合計額に地方

債資金（政府資金）の年利率を乗じて得た額を年額とする。 

(5) 空家等損失引当金 前各号に定める額の合計額に100分の2を乗じて得た額を年

額とする。 

2 条例第58条第3項に規定する特別市営住宅の家賃を変更する場合における限度額

は、次の各号に定める償却費等の合計額の月割額とする。 

(1) 償却費 特別市営住宅の建設費等から国の建設費等補助額を除いた額に公営住

宅法施行規則（昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。）第20条に定め

る率を乗じて得た額を利率年6パーセント及び償却期間70年で毎年元利均等に償却

するものとして算出した額（ただし、前項第1号に規定する年額が、その額を超え

る場合は、前項第1号に規定する年額）を年額とする。 

(2) 修繕費及び管理事務費 特別市営住宅の建設費等に省令第21条に定める率を乗

じて得た額に、修繕費にあっては100分の1.2を、管理事務費にあっては100分の
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0.15をそれぞれ乗じて得た額を年額とする。 

(3) 損害保険料 前項第3号に規定する額とする。 

(4) 地代相当額 固定資産税評価額に相当する額に100分の6を乗じて得た額（ただ

し、前項第4号に規定する年額が、その額を超える場合は、前項第4号に規定する

年額）を年額とする。 

(5) 空家等損失引当金 前各号に定める額の合計額に100分の2を乗じて得た額を年

額とする。 

第27条及び第28条 削除 

（平17規則17） 

（特定市営住宅の入居者の資格に係る基準の所得） 

第29条 条例第63条第2号に規定する規則で定める基準の所得は、15万8,000円以上48

万7,000円以下とする。 

（平21規則23・改） 

（使用申請書） 

第30条 条例第69条の規定による申請は、市営住宅駐車場使用申請書（第23号様式）

を市長に提出して行わなければならない。 

（平27規則21・全改） 

（使用許可通知書） 

第31条 条例第71条第4項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用許可通知書（第24

号様式）により行うものとする。 

（平27規則21・全改） 

（賃貸借契約書等） 

第32条 条例第72条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅駐車場賃貸借契約書（第

25号様式）とする。 

（平27規則21） 

2 前項の賃貸借契約書には、使用者の印鑑証明書を添付しなければならない。 

（平27規則21） 

（使用料の額） 

第33条 条例第73条第1項に規定する使用料の額は、別表のとおりとする。 
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（平27規則21） 

（使用料等の減免又は徴収猶予） 

第34条 条例第74条（条例第75条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び

次条において同じ。）の規則で定める特別の事情がある場合は、次に掲げる場合と

する。 

（平27規則21） 

(1) 使用者が、生活保護法による保護を受けている場合 

(2) 駐車しようとする自動車が、山梨県県税条例（昭和36年山梨県条例第11号）第

115条の2の規定により自動車税を減免されている場合 

(3) 駐車しようとする自動車が、甲府市市税条例（昭和25年8月条例第29号）第67

条の2第1項の規定により軽自動車税を減免されている場合 

(4) その他前3号に準ずる特別の事情がある場合 

2 前項の場合において、使用料又は保証金を減免する額は、市長が別に定める額とす

る。 

（平27規則21） 

3 使用料の減免期間は、使用者の事情その他を勘案して決定する。 

（平27規則21） 

4 条例第74条の規定により使用料又は保証金の徴収猶予をすることができる場合は、

使用者の使用料の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとす

る。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を

定めることができる。 

（平27規則21） 

（使用料等の減免及び徴収猶予の申請書等） 

第35条 使用者は、条例第74条の規定により使用料又は保証金の減免又は徴収猶予を

受けようとするときは、市営住宅駐車場使用料等減免（徴収猶予）申請書（第26号

様式）を市長に提出しなければならない。 

（平27規則21） 

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面に

よりその旨を当該申請を行った使用者に通知するものとする。 
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（平27規則21） 

（使用料の納入の通知） 

第36条 使用料の納入の通知は、甲府市市営住宅使用料（家賃）納入通知書（第16号

様式の2）により家賃に合算して行うものとする。 

（平27規則21） 

（長期不使用の届出書） 

第37条 条例第78条において読み替えて準用する条例第26条の届出は、市営住宅駐車

場長期不使用届出書（第27号様式）により行わなければならない。 

（平27規則21） 

（明渡し届） 

第38条 条例第78条において準用する条例第42条第1項の規定による届出は、市営住宅

駐車場明渡し届（第28号様式）により行わなければならない。 

（平27規則21） 

（住宅監理員） 

第39条 市営住宅監理員は、当該業務を担当する課長及び係長とする。 

（平11規則18・平27規則21・改） 

（検査員の証票） 

第40条 条例第80条第3項に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証（第29

号様式）によるものとする。 

（平17規則17・平27規則21・改） 

（自動車保管場所の使用） 

第41条 入居者は、自動車保管場所のある市営住宅等において、自己の使用する自動

車を自動車保管場所に駐車することができる。 

（平27規則21・改） 

2 自動車保管場所に駐車できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則（昭和26年

運輸省令第74号）別表第1に規定する普通自動車（幅2メートル、長さ5メートルを超

えるものを除く。）、小型自動車及び軽自動車（二輪自動車を除く。）とし、自家

用に限るものとする。 

（平27規則21・改） 
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3 自動車保管場所の管理は、当該自動車保管場所の利用者全員で組織する自動車保管

場所管理組合が行うものとする。 

（平27規則21・改） 

4 自動車保管場所に係る条例第82条に規定する許可は、自動車保管場所管理組合の申

請に基づき、当該自動車保管場所管理組合に対して行うものとする。 

（平20規則33・平27規則21・改） 

5 自動車保管場所の使用料は、甲府市行政財産使用料条例（昭和39年4月条例第19

号）に定める方法により算定して得た額とする。 

（平27規則21・改） 

6 前各項に定めるもののほか、自動車保管場所の管理に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

（平27規則21・改） 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2 平成10年3月31日以前に公営住宅法の一部を改正する法律（平成8年法律第55号）に

よる改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の

この規則による改正後の甲府市市営住宅条例施行規則（以下「新規則」という。）

第13条第1項において規定する収入申告書の提出時期その他必要な事項については、

平成10年3月31日までの間は、市長が別に定めるものとする。 

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の甲府市市営住宅条例施行規則によりな

された手続きその他の行為は、新規則の相当規定によりなされた手続きその他の行

為とみなす。 

4 平成28年3月31日までの間における第2条第1項第1号、第3条第2項第3号イ及び第13

条第2項第1号の規定の適用については、第2条第1項第1号及び第3条第2項第3号イ中

「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。 

（平24規則18） 

附 則（平成9年12月24日規則第39号） 
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則（平成11年3月31日規則第18号） 

この規則は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則（平成12年12月21日規則第49号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年3月30日規則第26号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年3月29日規則第6号） 

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分

の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年3月31日規則第17号） 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則（平成18年3月31日規則第58号） 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則（平成20年6月25日規則第33号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年1月5日規則第1号） 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成21年3月31日規則第23号） 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年3月31日規則第15号） 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成24年3月30日規則第18号） 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則（平成25年3月29日規則第20号） 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 
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附 則（平成26年9月30日規則第28号） 

この規則は、平成26年10月1日から施行する。 

附 則（平成27年3月31日規則第21号） 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則（平成27年9月18日規則第29号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第38号） 

この規則は、平成28年1月1日から施行する。 

附 則（平成28年3月24日規則第7号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年3月31日規則第19号） 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

別表（第33条関係） 

（平27規則21、平27規則38・改） 

区分 金額（1区画につき月額） 

北新団地駐車場 3,000円 

備考 この表の額は、消費税法（昭和63年法律第108号）の規定に基づく消費税の額

及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額

である。 
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第1号様式（第3条関係） 

（平20規則33・平29規則19・改） 

第2号様式（第4条関係） 

第3号様式（その1）（第5条関係） 

（平18規則58・平20規則33・平22規則15・改） 

第3号様式（その2）（第5条関係） 

（平22規則15） 

第4号様式（第6条関係） 

第5号様式（第7条関係） 

（平14規則6・改） 

第6号様式（第8条関係） 

第7号様式（第8条関係） 

（平14規則6・改） 

第8号様式（第9条関係） 

（平14規則6・改） 

第9号様式（第9条関係） 

（平14規則6・改） 

第10号様式（第10条関係） 

（平14規則6・平20規則33・平29規則19・改） 

第11号様式（第11条関係） 

（平14規則6・改） 

第12号様式（第12条関係） 

（平18規則58・平29規則19・改） 

第13号様式（第13条関係） 

（平20規則33・全改、平29規則19・改） 

第14号様式（第14条関係） 

第15号様式（第15条関係） 

（平14規則6・改） 

第16号様式（第17条関係） 
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（平14規則6・平29規則19・改） 

第16号様式の2(その1)（第17条の2関係） 

（平21規則1） 

第16号様式の2(その2)（第17条の2関係） 

（平21規則1） 

第17号様式（第19条関係） 

（平14規則6・改） 

第18号様式（第20条関係） 

（平14規則6・改） 

第19号様式（第21条関係） 

（平14規則6・改） 

第20号様式（第22条関係） 

第21号様式（第23条関係） 

第22号様式（第24条関係） 

（平14規則6・改） 

第23号様式（第30条関係） 

（平27規則21） 

第24号様式（第31条関係） 

（平27規則21） 

第25号様式（第32条関係） 

（平27規則21） 

第26号様式（第35条関係） 

（平27規則21） 

第27号様式（第37条関係） 

（平27規則21） 

第28号様式（第38条関係） 

（平27規則21） 

第29号様式（第40条関係） 

（平17規則17・平27規則21・改） 
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